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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示像を構成する光を出射する光源と、
　前記光が入射する第１、第２反射ミラーと、
　前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３反射ミラーと、
　前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射ミラーと、
　前記第１反射ミラーと第３反射ミラーとの第１光学距離を変化可能な第３反射ミラー移
動機構と、
　前記第２反射ミラーと第４反射ミラーとの第２光学距離を変化可能な第４反射ミラー移
動機構と、
　前記第１光学距離及び前記第２光学距離の変化の前後で、前記光源から前記第３反射ミ
ラーまでの光学距離、及び、前記光源から前記第４反射ミラーまでの光学距離が維持され
るように前記光源を移動可能な光源移動機構と、
を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記光源移動機構は、前記第１光学距離及び前記第２光学距離の変化に応じて前記光源
を移動させることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　表示像を構成する光を出射する光源と、
　前記光が入射する第１、第２反射ミラーと、
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　前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３反射ミラーと、
　前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射ミラーと、を
備え、
　前記第３反射ミラー又は／及び前記第４反射ミラーは、
　所定の基準点を中心として回動することで輻輳角を変更し、
　前記光源は、
　前記第１反射ミラーと前記第３反射ミラーとが並ぶ方向と直交し、前記第１反射ミラー
及び前記第２反射ミラーと接近又は離間する方向に移動自在であることを特徴とする表示
装置。
【請求項４】
　前記第１反射ミラーは、ハーフミラーであり、
　前記第２反射ミラーは、前記第１反射ミラーを透過した光を前記第４反射ミラーに反射
することを特徴とする請求項１または３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１反射ミラーは、前記光源が出射した光のうち一部が入射し、
　前記第２反射ミラーは、前記光源が出射した光のうち前記一部以外の光が入射すること
を特徴とする請求項１または３に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第３反射ミラー又は／及び前記第４反射ミラーは、
　所定の基準点を中心として回動することで輻輳角を変更し、
　前記光源は、
　前記第１反射ミラーと前記第３反射ミラーとが並ぶ方向と直交し、前記第１反射ミラー
及び前記第２反射ミラーと接近又は離間する方向に移動自在であることを特徴とする請求
項１または２に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記光源は、
　前記第３反射ミラー又は／及び第４反射ミラーが移動した移動量に基づき、移動し、
　前記基準点は、それぞれ、前記第３、第４反射ミラーの回動に起因して、前記光源が移
動することにより、前記第３、第４反射ミラーで反射した光の収束点が変化しない点であ
ることを特徴とする請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１反射ミラーには、前記光源から出射された光を、前記第１反射ミラーと前記第
３反射ミラーとが並ぶ方向及び前記光源の光の出射方向と垂直方向を縦軸として、上下に
分割した場合の一方の光が入射され、
　前記第２反射ミラーには、前記光源から出射された光のうち、前記一方の光以外の光が
入射される、
又は、
　前記第１反射ミラーには、前記光源から出射された光を、前記第１反射ミラーと前記第
３反射ミラーとが並ぶ方向を横軸として、左右に分割した場合の一方の光が入射され、
　前記第２反射ミラーには、前記光源から出射された光のうち、前記一方の光以外の光が
入射されることを特徴とする請求項５に記載の表示装置。
【請求項９】
　車両に搭載されるヘッドアップディスプレイであって、
　表示像を構成する光を出射する光源と、
　前記光がそれぞれ入射する第１、第２反射ミラーと、
　前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３反射ミラーと、
　前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射ミラーと、
　前記第１反射ミラーと第３反射ミラーとの第１光学距離を変化可能な第３反射ミラー移
動機構と、
　前記第２反射ミラーと第４反射ミラーとの第２光学距離を変化可能な第４反射ミラー移
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動機構と、
　前記第１光学距離及び前記第２光学距離の変化の前後で、前記光源から前記第３反射ミ
ラーまでの光学距離、及び、前記光源から前記第４反射ミラーまでの光学距離が維持され
るように前記光源を移動可能な光源移動機構と、
を備えることを特徴とするヘッドアップディスプレイ。
【請求項１０】
　車両に搭載されるヘッドアップディスプレイであって、
　表示像を構成する光を出射する光源と、
　前記光がそれぞれ入射する第１、第２反射ミラーと、
　前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３反射ミラーと、
　前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射ミラーと、を
備え、
　前記第３反射ミラー又は／及び前記第４反射ミラーは、
　所定の基準点を中心として回動することで輻輳角を変更し、
　前記光源は、
　前記第１反射ミラーと前記第３反射ミラーとが並ぶ方向と直交し、前記第１反射ミラー
及び前記第２反射ミラーと接近又は離間する方向に移動自在であることを特徴とするヘッ
ドアップディスプレイ。
【請求項１１】
　前記光源と、前記第１乃至第４反射ミラーと、を有する光源部と、
　光を反射させる反射部材と、
　前記光源部から出射された光を透過させて前記反射部材に導くと共に、前記反射部材で
反射した光をさらに反射させるハーフミラーと、
を備えることを特徴とする請求項９または１０に記載のヘッドアップディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両の運転に関する情報の表示画像を運転者の目の位置（アイポイント）か
ら虚像として視認させる技術が存在する。例えば、特許文献１には、再帰性反射性を有す
る材料をスクリーンとして用い、当該スクリーンに投影する投影装置からの光路の収束位
置から観察者（ユーザ）に像を観察させる表示装置が開示されている。また、特許文献２
には、光源が左右一対に設けられている表示装置が開示されている。さらに、特許文献３
には、１つの画像表示手段の表示画像を両目で観察させるものであって、光源がハーフミ
ラーと全反射ミラーの並設方向に配置されている表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－０４００４９号公報
【特許文献２】特開２００４－１４５３６７号公報
【特許文献３】特開平０６－２４２３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　再帰性反射部材などを用いて、光路の収束位置から観察者に像を観察させる場合、観察
者が像を視認できる空間上の範囲（「アイボックス」とも呼ぶ。）は狭い。従って、この
場合、両眼により像を視認させるためには、両眼それぞれに対応するアイボックスを生成
する必要がある。一方、これを実現するため、光源を２つ用いる場合には、光源の設置が
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複雑化するなどの問題が生じる。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、一つの光源により
像を両眼で視認させることが可能な表示装置を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、表示像を構成する光を出射する光源と、前記光が入射する第
１、第２反射ミラーと、前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３
反射ミラーと、前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射
ミラーと、前記第１反射ミラーと第３反射ミラーとの第１光学距離を変化可能な第３反射
ミラー移動機構と、前記第２反射ミラーと第４反射ミラーとの第２光学距離を変化可能な
第４反射ミラー移動機構と、前記第１光学距離及び前記第２光学距離の変化の前後で、前
記光源から前記第３反射ミラーまでの光学距離、及び、前記光源から前記第４反射ミラー
までの光学距離が維持されるように前記光源を移動可能な光源移動機構と、を備えること
を特徴とする。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、表示像を構成する光を出射する光源と、前記光が入射する第
１、第２反射ミラーと、前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３
反射ミラーと、前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射
ミラーと、を備え、前記第３反射ミラー又は／及び前記第４反射ミラーは、所定の基準点
を中心として回動することで輻輳角を変更し、前記光源は、前記第１反射ミラーと前記第
３反射ミラーとが並ぶ方向と直交し、前記第１反射ミラー及び前記第２反射ミラーと接近
又は離間する方向に移動自在であることを特徴とする。
【０００８】
　請求項９に記載の発明は、車両に搭載されるヘッドアップディスプレイであって、表示
像を構成する光を出射する光源と、前記光がそれぞれ入射する第１、第２反射ミラーと、
前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３反射ミラーと、前記第２
反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射ミラーと、前記第１反射
ミラーと第３反射ミラーとの第１光学距離を変化可能な第３反射ミラー移動機構と、前記
第２反射ミラーと第４反射ミラーとの第２光学距離を変化可能な第４反射ミラー移動機構
と、前記第１光学距離及び前記第２光学距離の変化の前後で、前記光源から前記第３反射
ミラーまでの光学距離、及び、前記光源から前記第４反射ミラーまでの光学距離が維持さ
れるように前記光源を移動可能な光源移動機構と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　請求項１０に記載の発明は、車両に搭載されるヘッドアップディスプレイであって、表
示像を構成する光を出射する光源と、前記光がそれぞれ入射する第１、第２反射ミラーと
、前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３反射ミラーと、前記第
２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射ミラーと、を備え、前
記第３反射ミラー又は／及び前記第４反射ミラーは、所定の基準点を中心として回動する
ことで輻輳角を変更し、前記光源は、前記第１反射ミラーと前記第３反射ミラーとが並ぶ
方向と直交し、前記第１反射ミラー及び前記第２反射ミラーと接近又は離間する方向に移
動自在であることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１構成例における表示装置の概略構成の一例である。
【図２】矢印Ｙの方向から図示した位置調整部の概略構成図である。
【図３】（ａ）は、アイポイントが標準位置よりも車両の前方方向に存在する場合の表示
装置の状態を示す。（ｂ）は、アイポイントが標準位置よりも車両の後方方向に存在する
場合の表示装置の状態を示す。
【図４】第２構成例における表示装置の概略構成の一例である。
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【図５】矢印Ｙの方向から図示した位置調整部の概略構成図である。
【図６】（ａ）は、アイポイントが標準位置よりも車両の前方方向に存在する場合の表示
装置の状態を示す。（ｂ）は、アイポイントが標準位置よりも車両の後方方向に存在する
場合の表示装置の状態を示す。
【図７】ハーフミラー方式により構成された光源部の筺体内部の概略構成を示す図である
。
【図８】（ａ）は、画面分割方式により構成された光源部の筺体内部の概略構成を示す図
である。（ｂ）は、第１反射ミラーと第２反射ミラーとを矢印Ｙａの方向から投影した図
の一例である。
【図９】比較例に係る光源部の構成例を示す。
【図１０】第４反射ミラーをＸ軸正方向に移動させた場合の仮想光源位置の変化を示す。
【図１１】（ａ）は、第４反射ミラーの略中心で第４反射ミラーを回動させた場合の光源
部の状態を示す。（ｂ）は、第４反射ミラー外の基準点を中心に第４反射ミラーを回動さ
せた場合の光源部の状態を示す図である。
【図１２】（ａ）は、変形例５に係る光源部の筺体内部の概略構成を示す図である。（ｂ
）は、第１反射ミラーと第２反射ミラーとを矢印Ｙａの方向から投影した図の一例である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の１つの好適な実施形態では、表示像を構成する光を出射する光源と、前記光が
入射する第１、第２反射ミラーと、前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼
に導く第３反射ミラーと、前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導
く第４反射ミラーと、前記第１反射ミラーと第３反射ミラーとの第１光学距離を変化可能
な第３反射ミラー移動機構と、前記第２反射ミラーと第４反射ミラーとの第２光学距離を
変化可能な第４反射ミラー移動機構と、前記第１光学距離及び前記第２光学距離の変化の
前後で、前記光源から前記第３反射ミラーまでの光学距離、及び、前記光源から前記第４
反射ミラーまでの光学距離が維持されるように前記光源を移動可能な光源移動機構と、を
備える。
【００１２】
　上記の表示装置は、光源と、第１反射ミラーと、第２反射ミラーと、第３反射ミラーと
、第４反射ミラーと、第３反射ミラー移動機構と、第４反射ミラー移動機構と、光源移動
機構と、を備える。光源は、表示像を構成する光を出射する。第１反射ミラー及び第２反
射ミラーは、光源から出射された光が入射する。第３反射ミラーは、第１反射ミラーが反
射した光を観察者の一方の眼に導く。第４反射ミラーは、第２反射ミラーが反射した光を
観察者の他方の眼に導く。ここで、「導く」とは、第３又は第４反射ミラーにより反射さ
れた光が直接観察者の眼に到達する場合に限らず、第３又は第４反射ミラーにより反射さ
れた光がさらに他のミラー等を介して間接的に観察者の眼に到達する場合も含む。第３反
射ミラー移動機構は、第１反射ミラーと第３反射ミラーとの第１光学距離を変化可能であ
る。第４反射ミラー移動機構は、第２反射ミラーと第４反射ミラーとの第２光学距離を変
化可能である。光源移動機構は、第１光学距離及び第２光学距離の変化の前後で、光源か
ら第３反射ミラーまでの光学距離、及び、光源から第４反射ミラーまでの光学距離が維持
されるように光源を移動可能である。
【００１３】
　この構成によれば、第１光学距離及び第２光学距離を変化させることで、両眼それぞれ
に対応するアイボックスの位置を、観察者の左右の眼の間隔に合わせることが可能になる
。この時、再帰性反射部材などを用いて光路の収束位置で観察者に像を観察させる場合に
は注意が必要である。再帰性反射部材を用いた虚像観察系では、光源から再帰性反射部材
までの光路長と、再帰性反射部材から観察者（アイボックス）までの光路長は自動的に等
しくなる。従って、左右のアイボックスの間隔を変えるために第３反射ミラーと第４反射
ミラーを移動させると、光源から再帰性反射部材までの光路長が変化してしまうため、再
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帰性反射部材からアイボックスまでの距離も変化してしまう。再帰性反射部材と観察者と
の位置関係は変えずに、左右のアイボックスの間隔のみを変えるためには、第３半反射ミ
ラーと第４反射ミラーが移動しても光源から再帰性反射部材までの光路長が変わらないよ
うな機構が必要になる。
【００１４】
　上記表示装置の一態様では、前記光源移動機構は、前記第１光学距離及び前記第２光学
距離の変化に応じて前記光源を移動させる。これにより、表示装置は、表示像を視認可能
な視点の間隔を調整した際に、観察者の前後方向にアイボックスがずれるのを好適に抑制
することができる。
【００１５】
　本発明の他の１つの好適な実施形態では、表示像を構成する光を出射する光源と、前記
光が入射する第１、第２反射ミラーと、前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方
の眼に導く第３反射ミラーと、前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼
に導く第４反射ミラーと、を備え、前記光源は、前記第３、第４反射ミラー間であって、
前記第３反射ミラーで反射された光の光路および前記第４反射ミラーで反射された光の光
路による仮想光源位置側に配置される。この構成によれば、第３反射ミラーと第４反射ミ
ラーで反射して観察者に向かう拡散光の進行方向とは逆方向に光源を置くことができるの
で、第３反射ミラーと第４反射ミラーの間隔が狭い場合でも、観察者に向かう拡散光が光
源によって遮られることがない。
【００１６】
　上記表示装置の一態様では、前記第１反射ミラーは、ハーフミラーであり、前記第２反
射ミラーは、前記第１反射ミラーを透過した光を前記第４反射ミラーに反射する。この態
様によっても、表示装置は、好適に、２つの光源がある場合と同様に、表示像を両眼によ
り視認させることができる。
【００１７】
　上記表示装置の他の一態様では、前記第１反射ミラーは、前記光源が出射した光のうち
一部が入射し、前記第２反射ミラーは、前記光源が出射した光のうち前記一部以外の光が
入射する。この態様によっても、表示装置は、好適に表示像を両眼により視認させること
ができる。
【００１８】
　上記表示装置の他の一態様では、前記第３反射ミラー又は／及び前記第４反射ミラーは
、所定の基準点を中心として回動することで２眼が視認する輻輳角を変更し、前記光源は
、前記第１反射ミラーと前記第３反射ミラーとが並ぶ方向と直交し、前記第１反射ミラー
及び前記第２反射ミラーと接近又は離間する方向に移動自在である。このようにすること
で、表示装置は、輻輳角を調整することができると共に、アイボックスの位置がずれるの
を抑制することができる。
【００１９】
　上記表示装置の他の一態様では、前記光源は、前記第３反射ミラー又は／及び第４反射
ミラーが移動した移動量に基づき、移動し、前記基準点は、それぞれ、前記第３、第４反
射ミラーの回動に起因して、前記光源が移動することにより、前記第３、第４反射ミラー
で反射した光の収束点が変化しない点である。上述の基準点は、例えば実験等に基づき予
め定められる。これにより、表示装置は、輻輳角を調整する際に、アイボックスの位置が
ずれるのを抑制することができる。
【００２０】
　上記表示装置の他の一態様では、前記第１反射ミラーには、前記光源から出射された光
を、前記第１反射ミラーと前記第３反射ミラーとが並ぶ方向及び前記光源の光の出射方向
と垂直方向を縦軸として、上下に分割した場合の一方の光が入射され、前記第２反射ミラ
ーには、前記光源から出射された光のうち、前記一方の光以外の光が入射される、又は、
前記第１反射ミラーには、前記光源から出射された光を、前記第１反射ミラーと前記第３
反射ミラーとが並ぶ方向を横軸として、左右に分割した場合の一方の光が入射され、前記
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第２反射ミラーには、前記光源から出射された光のうち、前記一方の光以外の光が入射さ
れる。この態様によっても、表示装置は、好適に、２つの光源がある場合と同様に、表示
像を両眼により視認させることができる。
【００２１】
　本発明の他の好適な実施形態では、車両に搭載されるヘッドアップディスプレイであっ
て、表示像を構成する光を出射する光源と、前記光がそれぞれ入射する第１、第２反射ミ
ラーと、前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３反射ミラーと、
前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射ミラーと、前記
第１反射ミラーと第３反射ミラーとの第１光学距離を変化可能な第３反射ミラー移動機構
と、前記第２反射ミラーと第４反射ミラーとの第２光学距離を変化可能な第４反射ミラー
移動機構と、前記第１光学距離及び前記第２光学距離の変化の前後で、前記光源から前記
第３反射ミラーまでの光学距離、及び、前記光源から前記第４反射ミラーまでの光学距離
が維持されるように前記光源を移動可能な光源移動機構と、を備える。
【００２２】
　上記のヘッドアップディスプレイは、車両に搭載され、光源と、第１反射ミラーと、第
２反射ミラーと、第３反射ミラーと、第４反射ミラーとを備える。光源は、表示像を構成
する光を出射する。第１反射ミラー及び第２反射ミラーは、光源から出射された光が入射
する。第３反射ミラーは、第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く。第４
反射ミラーは、第２反射ミラーが反射した光を観察者の他方の眼に導く。このようにする
ことで、ヘッドアップディスプレイは、好適に表示像を両眼により視認させることができ
る。
【００２３】
　本発明の他の好適な実施形態では、車両に搭載されるヘッドアップディスプレイであっ
て、表示像を構成する光を出射する光源と、前記光がそれぞれ入射する第１、第２反射ミ
ラーと、前記第１反射ミラーが反射した光を観察者の一方の眼に導く第３反射ミラーと、
前記第２反射ミラーが反射した光を前記観察者の他方の眼に導く第４反射ミラーと、を備
え、前記光源は、前記第３、第４反射ミラー間であって、前記第３反射ミラーで反射され
た光の光路および前記第４反射ミラーで反射された光の光路による仮想光源位置側に配置
される。
【実施例】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施例について説明する。
１．全体構成
１－１．第１構成例
　（概略構成）
　図１は、本発明の表示装置及びヘッドアップディスプレイの一例である表示装置１００
の構成を示す。表示装置１００は、車両に搭載され、光源部２と、コンバイナ３と、反射
部材５と、位置調整部６と、を備える。図１において、線「Ｌ１」は、光源部２からコン
バイナ３への入射光の主光線を示し、線「Ｌ２」は、当該入射光がコンバイナ３により反
射された光の主光線を示し、線「Ｌ３」は、コンバイナ３から反射部材５へ入射する光の
主光線及び当該光が反射部材５によって反射された光の主光線を示し、線「Ｌ４」は、コ
ンバイナ３から運転者の視点（「アイポイントＰｅ」とも呼ぶ。）へ入射する光の主光線
を示す。なお、図１では、線Ｌ１、Ｌ３、Ｌ４を主光線とする光の境界を一点鎖線により
示している。
【００２５】
　光源部２は、車両のダッシュボード４４に設置され、現在地を含む地図情報や経路案内
情報、走行速度、その他運転を補助する情報を示す表示像をコンバイナ３へ照射する。具
体的には、光源部２は、コンバイナ３へ光を出射することで、運転者の目の位置（「アイ
ポイントＰｅ」とも呼ぶ。）からコンバイナ３への延長線上、即ち線Ｌ２上又はその延長
線上に虚像を生成する。
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【００２６】
　コンバイナ３は、平板状に形成された、本発明における「ハーフミラー」の一例たる光
学素子であり、サンバイザ（不図示）の近傍、即ちハンドル部４２の略鉛直上方向に設置
される。コンバイナ３は、出射された光の一部を透過すると共に、他の一部を鏡面反射さ
せる。具体的には、コンバイナ３は、光源部２から出射された線Ｌ１を主光線とする光を
、線Ｌ２を主光線とする反射光と線Ｌ３を主光線とする透過光との２つに分割する。また
、コンバイナ３は、光源部２から出射された光の入射面と反対側の面で、上述の透過光が
反射部材５により反射された線Ｌ３を主光線とする反射光の一部を反射する。これにより
、アイポイントＰｅに、線Ｌ４を主光線とする反射光が入射される。また、後述するよう
に、コンバイナ３は、光源部２から出射した光の主光線Ｌ１がコンバイナ３の中央部を通
り、かつ、線Ｌ１と線Ｌ４とが略同一の長さになるように、位置調整部６によって位置が
調整される。
【００２７】
　反射部材５は、車室内の天井部４１の形状に合わせて天井部４１に貼り付けられる。反
射部材５は、入射した光を再帰性反射する。即ち、反射部材５は、入射した光を、入射し
た方向へ反射させる。従って、本構成例では、反射部材５は、コンバイナ３を透過して入
射した線Ｌ３を主光線とする入射光を、再びコンバイナ３へ反射する。そして、反射部材
５からコンバイナ３への反射光は、コンバイナ３から反射部材５への入射光と同一の光路
を辿る。これにより、当該反射光は、収束しながらコンバイナ３へ再び入射し、一部がア
イポイントＰｅに向けて反射される。そして、コンバイナ３から反射された光が一点に収
束する点（単に、「収束点」とも呼ぶ。）は、アイポイントＰｅの位置と略一致するよう
に設定される。これにより、ユーザは、光を一旦瞳孔の中心で収束させてから網膜上に投
影して像を観察するマクスウェル視により虚像を視認するため、どの位置に眼の焦点を合
わせても虚像を鮮明に観察することが可能となる。
【００２８】
　位置調整部６は、天井部４１に固定され、コンバイナ３の位置を調整する。具体的には
、位置調整部６は、光源部２の出射方向と略平行に延在するガイドレール６１と、ガイド
レール６１を天井部４１に固定する固定部６２と、コンバイナ３を支持する枠部６３と、
を備える。
【００２９】
　ここで、位置調整部６の具体的な構成例について、さらに図２を参照して説明する。図
２は、図１の矢印「Ｙ」の方向から図示した位置調整部６の概略構成図である。図２に示
すように、コンバイナ３は、枠部６３の回動支持部６３１、６３２により、矢印「Ｙ１」
、「Ｙ２」の方向に回動可能に支持されている。これにより、コンバイナ３は、矢印Ｙ１
又は矢印Ｙ２方向での傾き（「回動角度」とも呼ぶ。）が、任意の角度で設置される。ま
た、枠部６３は、ガイドレール６１によって移動が規制されたスライド部６３０を備える
。スライド部６３０は、ガイドレール６１の延在方向、即ち矢印「Ｙ３」、「Ｙ４」の方
向に、移動する。なお、後述するように、スライド部６３０の位置及びコンバイナ３の回
動角度の調整は、手動により行われてもよく、自動で行われてもよい。
【００３０】
　（コンバイナの位置調整）
　次に、コンバイナ３の位置について詳細に説明する。
【００３１】
　コンバイナ３は、コンバイナ３から反射した光の収束点とアイポイントＰｅの位置とが
略一致する位置に設置される。具体的には、線Ｌ１と線Ｌ４とが略同一長さになる位置、
即ち、光源部２からコンバイナ３までの光路の長さと、コンバイナ３からアイポイントＰ
ｅまでの光路の長さとが略同一になる位置に設置される。また、線Ｌ４上にアイポイント
Ｐｅが存在するように、矢印Ｙ２の方向にコンバイナ３の回動角度が調整される。
【００３２】
　また、コンバイナ３は、虚像の一部が欠けない位置、具体的には光源部２から出射した
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光の主光線Ｌ１がコンバイナ３の中央部を通る位置に設置される。ここで、「中央部」と
は、コンバイナ３の中心及びその近傍を指し、具体的には、光源部２から出射される光が
全てコンバイナ３に照射される範囲を指す。
【００３３】
　以上を勘案し、コンバイナ３は、線Ｌ１と線Ｌ４とが略同一長さになる位置であって、
線Ｌ４がアイポイントＰｅを通る位置、かつ、線Ｌ１がコンバイナ３の中央部を通る位置
に、位置調整がなされる必要がある。以後では、この具体例について、図３（ａ）、（ｂ
）を参照して説明する。なお、以後では、図１に示すアイポイントＰｅの位置及びコンバ
イナ３の位置を標準位置とする。
【００３４】
　図３（ａ）は、アイポイントＰｅが標準位置よりも車両の前方方向に存在する場合の表
示装置１００の状態を示す。なお、図３（ａ）では、説明の便宜上、標準位置に対応する
アイポイントＰｅ及びコンバイナ３が破線により示されている。
【００３５】
　図３（ａ）に示すように、アイポイントＰｅが標準位置よりも車両の前方方向にずれた
場合、線Ｌ１と線Ｌ４とが略同一長さになるように、コンバイナ３及び枠部６３は、ガイ
ドレール６１に沿って矢印Ｙ３の方向に移動する。また、線Ｌ４上にアイポイントＰｅが
存在するように、矢印Ｙ２の方向にコンバイナ３の回動角度が調整される。これにより、
表示装置１００は、コンバイナ３から反射した光の収束点とアイポイントＰｅの位置とを
一致させることができる。
【００３６】
　また、コンバイナ３及び枠部６３は、光源部２から出射方向と略平行に形成されたガイ
ドレール６１に沿って移動する。従って、図３（ａ）に示すように、コンバイナ３及び枠
部６３の移動後であっても、線Ｌ１に相当する主光線は、コンバイナ３の略中心を通る。
これにより、表示装置１００は、虚像の一部が欠けてユーザに視認されるのを抑制するこ
とができる。
【００３７】
　図３（ｂ）は、アイポイントＰｅが標準位置よりも車両の後方方向に存在する場合の表
示装置１００の状態を示す。なお、図３（ｂ）では、図３（ａ）と同様、説明の便宜上、
標準位置に対応するアイポイントＰｅ及びコンバイナ３が破線により示されている。
【００３８】
　図３（ｂ）に示すように、アイポイントＰｅが標準位置よりも車両の後方方向にずれた
場合、線Ｌ１と線Ｌ４とが略同一長さになるように、コンバイナ３及び枠部６３は、ガイ
ドレール６１に沿って矢印Ｙ４の方向に移動する。また、線Ｌ４上にアイポイントＰｅが
存在するように、矢印Ｙ１の方向にコンバイナ３の回動角度が調整される。これにより、
表示装置１００は、コンバイナ３から反射した光の収束点とアイポイントＰｅの位置とを
一致させることができる。
【００３９】
　また、コンバイナ３及び枠部６３は、光源部２から出射方向と略平行に形成されたガイ
ドレール６１に沿って移動する。従って、図３（ｂ）に示すように、コンバイナ３及び枠
部６３の移動後であっても、光源部２から出射した光の主光線Ｌ１は、コンバイナ３の略
中心を通る。これにより、虚像の一部が欠けて視認されるのを抑制することができる。
【００４０】
　以上のように、表示装置１００は、アイポイントＰｅが標準位置とずれた場合であって
も、コンバイナ３を位置調整部６により適切な位置へ移動させることができる。
【００４１】
　なお、上述したように、自動又は手動のいずれの場合であっても、位置調整部６は、ア
イポイントＰｅの位置に応じてコンバイナ３の位置を調整することが可能である。
【００４２】
　ここで、コンバイナ３の位置調整が一部自動で行われる例について説明する。この場合
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、表示装置１００は、例えば、位置調整部６に、枠部６３を移動させるアクチュエータ等
の第１駆動部と、コンバイナ３を任意の回動角度に変位させるモータ等の第２駆動部と、
ユーザが操作するためのインターフェース部とをさらに備える。そして、インターフェー
ス部への入力があった場合、インターフェース部から第１駆動部又は第２駆動部に制御信
号が送信され、第１駆動部は、制御信号に基づき枠部６３を矢印Ｙ３又は矢印Ｙ４の方向
に移動させ、第２駆動部は、制御信号に基づきコンバイナ３の回動角度を変更する。
【００４３】
　次に、コンバイナ３の位置調整が操作によらず自動で行われる例について説明する。こ
の場合、表示装置１００は、例えば、上述の第１駆動部及び第２駆動部に加え、アイポイ
ントＰｅの位置を検出するカメラ等の検出部をさらに備え、アイポイントＰｅの位置に基
づき、第１駆動部により枠部６３をガイドレール６１上で移動させると共に、第２駆動部
によりコンバイナ３の回動角度を調整する。このとき、第１駆動部及び第２駆動部は、例
えば所定のマップ等を参照して、検出されたアイポイントＰｅの位置から、目標とする枠
部６３の位置及びコンバイナ３の回動角度を定める。上述のマップは、想定される各アイ
ポイントＰｅの位置と、当該アイポイントＰｅの位置に対応して設定すべき枠部６３の位
置及びコンバイナ３の回動角度とのマップであり、例えば実験等に基づき予め作成される
。
【００４４】
　以上のように、自動又は手動のいずれの場合であっても、位置調整部６は、好適に、ア
イポイントＰｅの位置に応じてコンバイナ３の位置を調整することができる。
【００４５】
　（効果）
　ここで、上述した以外の表示装置１００の構成上の利点について、説明する。
【００４６】
　図１に示すように、光源部２は、ダッシュボード４４に設置され、コンバイナ３は、サ
ンバイザ近傍に設置される。よって、表示装置１００は、種々の車両に搭載されることが
可能となる。
【００４７】
　また、反射部材５は、コンバイナ３を透過した光の入射角度「ｄ２」（図１を参照）に
よらず、同一方向へ反射する。よって、光源部２の光の出射方向によらず、反射部材５は
、当該光が届く範囲で自由に設置される。即ち、第１構成例では、光源部２と反射部材５
との設置角度の自由度が高い。従って、図１では、反射部材５は、出っ張りを形成するこ
となく天井部４１に沿って設置される。また、反射部材５は、コンバイナ３と非平行に設
置され、上述の入射角度ｄ２は、光源部２から出射されたコンバイナ３への入射角度「ｄ
１」（図１参照）よりも小さくなる。なお、反射部材５が天井部４１の形状に沿って設置
された際に、再帰性反射部材である反射部材５に歪みが生じた場合であっても、虚像は歪
まない。
【００４８】
　また、反射部材５を介してユーザに虚像を視認させることで、コンバイナ３が平面状で
あってもユーザが視認する虚像を大きくすることができる。
【００４９】
　また、表示装置１００は、光を散乱させる特殊なスクリーン等を必要としないため、安
価に構成可能であると共に、スペックルノイズの発生を抑制することができる。また、表
示装置１００は、中間像を生成しない。よって、光源部２が出射した像は、運転者にのみ
視認され、車両外の人からは視認されない。
１－２．第２構成例
　次に、第２構成例について説明する。第２構成例は、第１構成例に加え、ユーザが虚像
を見上げる角度を常に一定に保つことが可能な点で、第１構成例と異なる。
【００５０】
　（概略構成）
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　図４は、第２構成例に係る表示装置１００ｘの概略構成を示す。表示装置１００ｘの光
源部２ｘは、矢印Ｙ５又は矢印Ｙ６の方向に回動することで、光の出射方向を変更する。
【００５１】
　また、表示装置１００ｘの位置調整部６ｘは、枠部６３ｘの延在方向である矢印Ｙ８及
びＹ９の示す方向にコンバイナ３を移動させる機構を備える。これについて、さらに図５
を参照して説明する。
【００５２】
　図５は、図４の矢印「Ｙ」の方向から図示した位置調整部６ｘの概略構成図である。図
５に示すように、枠部６３ｘは、スライド部６３０から延在し、回動支持部６３１、６３
２の移動をその延在方向に規制するガイド部６３４、６３５を備える。そして、回動支持
部６３１、６３２は、ガイド部６３４、６３５の延在方向である矢印Ｙ７、Ｙ８の方向に
平行移動し、かつ、任意の位置で固定可能である。そして、コンバイナ３は、回動支持部
６３１、６３２の移動に応じて、回動支持部６３１、６３２と一体となって矢印Ｙ７、Ｙ
８の方向に移動する。また、第１構成例と同様、スライド部６３０は、矢印Ｙ３、Ｙ４の
方向にガイドレール６１に沿ってスライド移動する。また、コンバイナ３は、回動支持部
６３１、６３２を軸として、矢印Ｙ１、Ｙ２の方向に回動する。
【００５３】
　（コンバイナ及び光源の調整）
　次に、アイポイントＰｅの位置変更に伴うコンバイナ３の位置調整及び光源部２ｘの向
き調整について説明する。表示装置１００ｘは、ユーザが虚像を視認する際の水平方向に
対する視線の角度（「視線角度Θ」とも呼ぶ。）、即ち、コンバイナ３から反射された光
が水平方向に対してなす角度を、常に所定角度に保つことが可能である。上述の所定角度
は、例えば実験等に基づき予め定められる。
【００５４】
　これについて、図６（ａ）、（ｂ）を参照して説明する。なお、以後では、図４に示す
アイポイントＰｅの位置、コンバイナ３の位置、及び光源部２ｘの位置を、それぞれ標準
位置とする。
【００５５】
　図６（ａ）は、アイポイントＰｅが標準位置よりも車両の前方方向に存在する場合の表
示装置１００ｘの状態を示す。なお、図６（ａ）では、説明の便宜上、標準位置に対応す
るアイポイントＰｅ及びコンバイナ３がそれぞれ破線により示されている。
【００５６】
　図６（ａ）に示すように、アイポイントＰｅが標準位置よりも車両の前方方向にずれた
場合、線Ｌ１と線Ｌ４とが略同一長さになるように、コンバイナ３及び枠部６３ｘは、ガ
イドレール６１に沿って矢印Ｙ３の方向に移動する。また、線Ｌ４上にアイポイントＰｅ
が存在するように、矢印Ｙ２の方向にコンバイナ３の回動角度が調整される。これにより
、コンバイナ３から反射した光の収束点とアイポイントＰｅの位置とが一致する。
【００５７】
　さらに、これに加えて、視線角度Θが一定に保たれるように、光源部２ｘの向きを矢印
Ｙ６の方向へ傾ける。これにより、線Ｌ１とコンバイナ３との交点が鉛直上方向に遷移し
、この場合の視線角度Θが図４に示す視線角度Θと等しくなる。さらに、線Ｌ１がコンバ
イナ３の中央部を通るように、コンバイナ３は、枠部６３ｘに沿って、標準位置よりも矢
印Ｙ８の方向へ移動する。これにより、表示装置１００ｘは、虚像の一部が欠けて視認さ
れるのを抑制することができる。
【００５８】
　図６（ｂ）は、アイポイントＰｅが標準位置よりも車両の後方方向に存在する場合の表
示装置１００ｘの状態を示す。なお、図６（ｂ）では、説明の便宜上、標準位置に対応す
るアイポイントＰｅ及びコンバイナ３がそれぞれ破線により示されている。
【００５９】
　図６（ｂ）に示すように、アイポイントＰｅが標準位置よりも車両の後方方向にずれた
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場合、線Ｌ１と線Ｌ４とが略同一長さになるように、コンバイナ３及び枠部６３ｘは、ガ
イドレール６１に沿って矢印Ｙ４の方向に移動する。また、線Ｌ４上にアイポイントＰｅ
が存在するように、矢印Ｙ１の方向にコンバイナ３の回動角度が調整される。これにより
、コンバイナ３から反射した光の収束点とアイポイントＰｅの位置とを一致させることが
できる。
【００６０】
　さらに、これに加えて、視線角度Θが一定に保たれるように、光源部２ｘの向きを矢印
Ｙ５の方向へ傾ける。これにより、主光線Ｌ１とコンバイナ３との交点が高くなり、この
場合の視線角度Θが図４に示す視線角度Θと等しくなる。さらに、光源部２から出射した
光の主光線Ｌ１がコンバイナ３の略中心を通るように、コンバイナ３は、枠部６３ｘに沿
って、標準位置よりも矢印Ｙ７の方向へ移動する。これにより、表示装置１００ｘは、虚
像の一部が欠けて視認されるのを抑制することができる。
【００６１】
　以上のように、表示装置１００ｘは、コンバイナ３を枠部６３ｘに沿って移動可能な位
置調整部６ｘと、光を出射する向きを変更可能な光源部２ｘとを備える。これにより、表
示装置１００ｘは、アイポイントＰｅの位置が変化した場合であっても、視線角度Θを一
定に保ちつつ、虚像の一部が欠けることなく虚像をユーザに視認させることができる。
【００６２】
　なお、第１構成例と同様、自動又は手動のいずれの場合であっても、位置調整部６ｘは
、アイポイントＰｅの位置に応じてコンバイナ３の位置を調整することが可能である。
【００６３】
　コンバイナ３の位置調整が一部自動で行われる場合、例えば、表示装置１００ｘは、第
１構成例で述べた第１駆動部と第２駆動部とに加え、矢印Ｙ５、Ｙ６の方向へ光源部２ｘ
の向きを変更する第３駆動部と、回動支持部６３１、６３２を矢印Ｙ７、Ｙ８の方向へ移
動させる第４駆動部と、を有する。そして、インターフェース部への入力に基づき、第１
駆動部乃至第４駆動部がそれぞれ駆動する。
【００６４】
　次に、コンバイナ３の位置調整が操作によらず自動で行われる場合、表示装置１００ｘ
は、第１駆動部乃至第４駆動部に加え、アイポイントＰｅの位置を検出するカメラ等の検
出部をさらに備え、アイポイントＰｅの位置に基づき、第１駆動部乃至第４駆動部を駆動
させる。具体的には、第１駆動部乃至第４駆動部は、例えば所定のマップ等を参照して、
アイポイントＰｅの検出位置から、制御対象の移動又は回動すべき量を特定し、特定した
量に基づき作動する。上述のマップは、例えば実験等に基づき予め作成される。
【００６５】
　以上のように、自動又は手動のいずれの場合であっても、位置調整部６ｘは、好適に、
アイポイントＰｅの位置に応じてコンバイナ３の位置及び光源部２ｘの傾きを調整するこ
とができる。
【００６６】
　２．２眼化手法
　次に、一つの光源により、２眼それぞれに対応するアイボックスを生成する方法（２眼
化手法）について説明する。以下では、まず、２眼化を実現するための光源部２、２ｘの
構造について説明した後、２眼の間隔に応じて光の収束点の間隔を変更する方法等につい
て説明する。
２－１．構成例
　まず、２眼化を実現するための光源部２、２ｘの構成を説明する。光源部２、２ｘは、
後述するように、ハーフミラー方式又は画面分割方式のいずれかの方式に従い構成される
。
２－１－１．ハーフミラー方式
　図７は、ハーフミラー方式により構成された光源部２、２ｘ（以後では「光源部２ｈ」
とも呼ぶ。）の筺体内部を俯瞰した概略構成を示す図である。図７に示すように、光源部



(13) JP 4928014 B1 2012.5.9

10

20

30

40

50

２ｈは、表示像を出射し、移動機構を備える光源２０と、第１反射ミラー２１と、第２反
射ミラー２２と、第３反射ミラー２３と、第４反射ミラー２４と、を備える。なお、以後
では、光源２０から光が出射される方向を「Ｚ軸」の正方向とし、ユーザの両眼を結ぶ方
向、即ち第３反射ミラー２３から第４反射ミラー２４へ向かう方向を「Ｘ軸」の正方向と
する。また、図７において、主光線を破線、光路の境界を実線、その他の補助線を一点鎖
線により示している。
【００６７】
　第１反射ミラー２１は、光源２０から出射され、第２反射ミラー２２を透過した光を、
第３反射ミラー２３へ向けて反射させる平板上の全反射ミラーである。第１反射ミラー２
１は、後述するように、光源２０がＺ軸方向に移動した場合であっても、第２反射ミラー
２２を透過した光が全て照射される位置及び大きさに設計される。
【００６８】
　第２反射ミラー２２は、光源２０から出射された光の一部を透過すると共に、他の一部
を反射させるハーフミラーである。第２反射ミラー２２で反射された光は、全て第４反射
ミラー２４に入射すると共に、第２反射ミラー２２を透過した光は、全て第１反射ミラー
２１に入射する。第２反射ミラー２２は、後述するように、光源２０がＺ軸方向に移動し
た場合であっても、光源２０から出射された光が全て照射される位置及び大きさに設計さ
れる。
【００６９】
　第３反射ミラー２３は、第１反射ミラー２１で反射された光をＺ軸正方向へ反射させる
平板上の全反射ミラーである。図７に示すように、第３反射ミラー２３で反射された光の
光路は、仮想光源位置２５ａに光源部２ｈを設置して光を出射した場合の光路と一致する
。そして、第３反射ミラー２３で反射された光は、光源部２ｈの筺体外に出射され（図１
の線Ｌ１参照）、コンバイナ３及び反射部材５を介してユーザの一方の眼に対応するアイ
ポイントＰｅ（「第１アイポイントＰｅ１」とも呼ぶ。）に導かれる。第３反射ミラー２
３から反射された光が第１アイポイントＰｅ１近傍で収束する収束点（「第１収束点」と
も呼ぶ。）は、仮想光源位置２５ａの共役点であり、仮想光源位置２５ａと一対一の対応
関係を有する。また、第３反射ミラー２３は、移動機構を備え、ＸＺ平面上の所定範囲で
の移動及び所定角度内での回動が可能であり、とり得る全ての位置で、第１反射ミラー２
１で反射された全ての光が入射するように、大きさが予め設計される。
【００７０】
　第４反射ミラー２４は、第２反射ミラー２２から反射された光をＺ軸正方向へ反射させ
る全反射ミラーである。図７に示すように、第４反射ミラー２４で反射された光の光路は
、仮想光源位置２５ｂに光源部２ｈを設置して光を出射した場合の光路と一致する。そし
て、第４反射ミラー２４で反射された光は、光源部２ｈの筺体外に出射され（図１の線Ｌ
１参照）、コンバイナ３及び反射部材５を介して、第１アイポイントＰｅ１に対応する眼
の他方の眼に対応するアイポイントＰｅ（「第２アイポイントＰｅ２」とも呼ぶ。）に導
かれる。第４反射ミラー２４から反射された光が第２アイポイントＰｅ２近傍で収束する
収束点（「第２収束点」とも呼ぶ。）は、後述するように、仮想光源位置２５ｂと一対一
の対応関係を有する。また、第４反射ミラー２４は、移動機構を備え、ＸＺ平面上の所定
範囲での移動及び所定角度内の回動が可能であり、とり得る全ての位置で、第２反射ミラ
ー２２で反射された全ての光が入射するように、大きさが予め設計される。
【００７１】
　このように、光源部２ｈは、一つの光源２０により、仮想光源位置２５ａ、２５ｂに光
源を設置した場合と同様の光を出射することが可能となり、両眼により表示像を視認させ
ることができる。
【００７２】
　ここで、仮想光源位置２５ａ、２５ｂと、第１収束点及び第２収束点との関係について
補足説明する。光源部２ｈでは、第１収束点は、仮想光源位置２５ａの共役点に相当し、
第２収束点は、仮想光源位置２５ｂの共役点に相当する。具体的には、仮想光源位置２５
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ａがＺ軸上を移動した場合には、これに応じて第１収束点はその反対方向に同一の移動量
だけ移動し、仮想光源位置２５ｂがＺ軸上を移動した場合には、第２収束点はその反対方
向に同一移動量だけ移動する。また、仮想光源位置２５ａがＸ軸上を移動した場合には、
これに応じて第１収束点は同一方向に同一移動量だけ移動し、仮想光源位置２５ｂがＸ軸
上を移動した場合には、第２収束点は同一方向に同一移動量だけ移動する。
【００７３】
　従って、仮想光源位置２５ａと仮想光源位置２５ｂとのＸ軸方向における距離に相当す
る幅「Ｄｗ」は、第１収束点と第２収束点とのＸ軸方向における距離に等しい。また、ア
イボックスは、第１収束点及びその近傍と、第２収束点及びその近傍とにそれぞれ生成さ
れる。従って、第１収束点に対応するアイボックス及び第２収束点に対応するアイボック
スと、ユーザの２眼とを合わせるためには、光源部２ｈは、仮想光源位置２５ａと仮想光
源位置２５ｂとの距離を、ユーザの２眼の距離に設定する必要がある。この具体的な処理
については、後述の２－２のセクションで詳しく説明する。
２－１－２．画面分割方式
　図８（ａ）は、画面分割方式により構成された光源部２、２ｘ（以後では、「光源部２
ｄ」とも呼ぶ。）の筺体内部の概略構成を示す図である。光源部２ｄは、光源２０と、第
１反射ミラー２１ｙと、第２反射ミラー２２ｙと、第３反射ミラー２３ｙと、第４反射ミ
ラー２４ｙと、を備える。なお、上述のハーフミラー方式と同様な部分については、適宜
その説明を省略する。
【００７４】
　第１反射ミラー２１ｙは、光源２０から出射された光を、第３反射ミラー２３ｙへ向け
て反射させる平板上の全反射ミラーである。第１反射ミラー２１ｙは、光源２０から出射
される光のうち、ＸＺ平面と垂直な軸（「Ｙ軸」とも呼ぶ。）を縦軸とした場合の上半分
のみが照射される。
【００７５】
　第２反射ミラー２２ｙは、光源２０から出射された光を、第４反射ミラー２４ｙへ向け
て反射させる平板上の全反射ミラーである。第２反射ミラー２２ｙは、光源２０から出射
される光のうち、Ｙ軸を縦軸とした場合の下半分のみが照射される。
【００７６】
　第３反射ミラー２３ｙは、ハーフミラー方式の第３反射ミラー２３と同様、第１反射ミ
ラー２１ｙから反射された光をＺ軸正方向へ反射させる平板上の全反射ミラーである。第
３反射ミラー２３ｙで反射された光は、仮想光源位置２５ａに光源部２ｄを設置した場合
に出射される光と同様の光路を有し、光源部２ｄの筺体外へ出射された後、コンバイナ３
及び反射部材５を介して第１アイポイントＰｅ１に導かれる。
【００７７】
　第４反射ミラー２４ｙは、ハーフミラー方式の第４反射ミラー２４と同様、第１反射ミ
ラー２１ｙから反射された光をＺ軸正方向へ反射させる平板上の全反射ミラーである。第
４反射ミラー２４ｙで反射された光は、仮想光源位置２５ｂに光源部２ｄを設置した場合
に出射される光と同様の光路を有し、光源部２ｄの筺体外へ出射された後、コンバイナ３
及び反射部材５を介して第２アイポイントＰｅ２に導かれる。第４反射ミラー２４ｙは、
ＸＺ平面上において、光源２０が出射する光の主光線と重なる線Ａｘを軸として第３反射
ミラー２３ｙと対称の位置に配置される。
【００７８】
　図８（ｂ）は、第１反射ミラー２１ｙと第２反射ミラー２２ｙとを図８（ａ）の矢印「
Ｙａ」の方向から投影した図の一例である。図８（ｂ）に示すように、第１反射ミラー２
１ｙは、第２反射ミラー２２と当接する。また、図８（ａ）に示すように、第１反射ミラ
ー２１ｙ及び第２反射ミラー２２ｙは、ＸＺ平面上において、線Ａｘを軸として対称かつ
互いに交差する向きに設置される。
【００７９】
　そして、光源２０は、例えば、第１反射ミラー２１ｙに出射する上半分の光と、第２反
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射ミラー２２ｙに出射する下半分の光とがそれぞれ同一の表示像を構成するように、出射
する光を生成する。これにより、第１アイポイントＰｅ１と第１収束点、及び、第２アイ
ポイントＰｅ２と第２収束点とを合わせることで、光源部２ｄは、光源部２ｈと同様、一
つの光源２０で、両眼により表示像を視認させることができる。
【００８０】
　なお、上述の構成に代えて、上述の仮想光源位置２５ａ、２５ｂのうち一方を、光源２
０の位置と一致させた場合、即ち一方のアイポイントＰｅに対応する光源位置を実光源の
位置にした場合には、第１収束点と第２収束点とのＺ軸方向での位置がずれてしまう。図
９は、この比較例に係る光源部２ｚの構成例を示す。光源部２ｚは、ハーフミラー２８と
、全反射ミラー２９とを備える。図９に示すように、光源部２ｚは、光源部２ｈ、２ｄと
同様に、１つの光源２０により、表示像を視認可能な２つの収束点を生成する。一方、光
源部２ｚでは、光源２０の位置と仮想光源位置２５ｂとのＺ軸方向での位置がずれている
。従って、この場合、それぞれに対応する収束点はＺ軸方向で互いにずれることとなり、
ユーザは、適切に２眼により表示像を視認することができない。これを勘案し、光源部２
ｈ、２ｄは、２つの仮想光源位置２５ａ、２５ｂを生成する。これにより、光源部２ｈ、
２ｄは、好適に、Ｚ軸方向で一致する第１収束点及び第２収束点を生成することができる
。
【００８１】
　２－２．間隔変更
　次に、Ｘ軸方向における第１収束点と第２収束点との間隔を、ユーザの２眼の幅に応じ
て変更する方法について、光源部２ｈを代表例として説明する。概略的には、光源部２ｈ
は、幅Ｄｗを広げる場合には、第３反射ミラー２３をＸ軸負方向、第４反射ミラー２４を
Ｘ軸正方向にそれぞれ均等に移動させると共に、光源２０をＺ軸正方向に移動させる。一
方、光源部２ｈは、幅Ｄｗを狭める場合には、第３反射ミラー２３をＸ軸正方向、第４反
射ミラー２４をＸ軸負方向にそれぞれ均等に移動させると共に、光源２０をＺ軸負方向に
移動させる。これにより、光源部２ｈは、第１収束点及び第２収束点をＺ軸方向で変位さ
せることなく、第１収束点と第２収束点とのＸ軸方向での幅を変更する。
【００８２】
　ここで、第１アイポイントＰｅ１と第２アイポイントＰｅ２との幅に応じて幅Ｄｗを広
げる場合について、図１０を参照して説明する。図１０は、第４反射ミラー２４をＸ軸正
方向に移動させた場合の仮想光源位置２５ｂの変化を示す。図１０に示すように、第４反
射ミラー２４をＸ軸正方向に移動させた場合（矢印「Ｙａ」参照）、仮想光源位置２５ｂ
は、矢印「Ｙｂ」の方向に遷移する。具体的には、この場合、仮想光源位置２５ｂは、Ｘ
軸正方向に幅「ｄＸ」だけ移動し、Ｚ軸負方向に幅「ｄＺ」だけ移動する。従って、この
場合、仮想光源位置２５ｂに対応する第２収束点は、Ｘ軸正方向に幅ｄＸだけ移動し、Ｚ
軸正方向に幅ｄＺだけ移動する。これにより、第２アイポイントＰｅ２と第２収束点とが
Ｘ軸上で一致する。
【００８３】
　同様に、第１アイポイントＰｅ１と第１収束点とをＸ軸上で一致させるため、光源部２
ｈは、第３反射ミラー２３を矢印「Ｙｃ」の方向、即ちＸ軸負方向に移動させる。この場
合、光源部２ｈは、第３反射ミラー２３の移動幅を、第４反射ミラー２４の移動幅と等し
くする。これにより、仮想光源位置２５ａは、矢印「Ｙｄ」の方向に遷移する。具体的に
は、仮想光源位置２５ａは、Ｘ軸負方向に幅ｄＸかつＺ軸負方向に幅ｄＺだけ移動する。
そして、仮想光源位置２５ａに対応する第１収束点は、Ｘ軸負方向に幅ｄＸだけ移動し、
Ｚ軸正方向に幅ｄＺだけ移動する。これにより、第１アイポイントＰｅ１と第１収束点と
がＸ軸上で一致する。
【００８４】
　さらに、光源部２ｈは、光源２０をＺ軸方向で移動させる。これにより、光源部２ｈは
、第３反射ミラー２３及び第４反射ミラー２４の移動に起因して、Ｚ軸負方向へ仮想光源
位置２５ａ、２５ｂが変位するのを防ぐ。具体的には、光源部２ｈは、第３反射ミラー２



(16) JP 4928014 B1 2012.5.9

10

20

30

40

50

３及び第４反射ミラー２４の移動の前後で、光源２０から第３反射ミラー２３までの光路
の長さと、光源２０から第４反射ミラー２４までの光路の長さとが変化しないように、光
源２０を移動させる。即ち、この場合、仮想光源位置２５ａ、２５ｂが幅ｄＺだけＺ軸負
方向に移動したことから、光源部２ｈは、矢印「Ｙｄ」が示す方向に、光源２０を幅ｄＺ
だけＺ軸正方向に移動させる。これにより、第１アイポイントＰｅ１と第１収束点、及び
、第２アイポイントＰｅ２と第２収束点が、それぞれＺ軸上で一致する。
【００８５】
　以上のように、光源部２ｈは、第３反射ミラー２３及び第４反射ミラー２４をＸ軸上で
反対方向に均等に移動させ、さらに光源２０をＺ軸方向で移動させる。これにより、光源
部２ｈは、ユーザの２眼の幅に応じて第１収束点と第２収束点との幅を変えることができ
る。
【００８６】
　ここで、第３反射ミラー２３、第４反射ミラー２４、及び光源２０の可動範囲等につい
て説明する。好適には、想定されるユーザの２眼の幅の範囲を予め定めておき、その範囲
で第３反射ミラー２３、第４反射ミラー２４、及び光源２０がそれぞれ適切な位置に移動
可能なように、これらの可動範囲が定められる。また、第１乃至第４反射ミラー２１乃至
２４の大きさは、上述の可動範囲の全ての位置で、光が一部欠けることなく入射可能な大
きさに予め定められる。これにより、光源部２ｈは、アイボックスの幅を調整可能にする
と共に、表示像が欠けて視認されるのを防ぐことができる。
【００８７】
　次に、画面分割方式により構成された光源部２ｄにおいて、第１収束点と第２収束点と
の間隔を変更する方法について説明する。この場合についても光源部２ｈと同様に、光源
部２ｄは、第３反射ミラー２３ｙ及び第４反射ミラー２４ｙをＸ軸上で反対方向に均等に
移動させる。これに加え、光源部２ｄは、第３反射ミラー２３ｙ及び第４反射ミラー２４
ｙの移動の前後で、光源２０から第３反射ミラー２３ｙまでの光路の長さと、光源２０か
ら第４反射ミラー２４ｙまでの光路の長さとが変化しないように、光源２０をＺ軸上で移
動させる。
【００８８】
　これにより、光源部２ｄは、ユーザの２眼の幅に応じて第１収束点と第２収束点との幅
を変えることができる。また、第３反射ミラー２３ｙ、第４反射ミラー２４ｙ、及び光源
２０の可動範囲、及び、第１乃至第４反射ミラー２１ｙ乃至２４ｙの大きさは、光源部２
ｈと同様に定められる。
【００８９】
　なお、上述の方法に代えて、第１反射ミラー２１又は／及び第２反射ミラー２２をＺ軸
方向に移動させた場合には、仮想光源位置２５ａ、２５ｂの位置は変化せず、ユーザの２
眼の幅に応じて第１収束点と第２収束点との間隔を変更することはできない。光源部２ｄ
でも同様に、第１反射ミラー２１ｙ又は／及び第２反射ミラー２２ｙをＺ軸方向に移動さ
せた場合であっても、仮想光源位置２５ａ、２５ｂの位置は変化しない。
【００９０】
　２－３．輻輳角の変更
　次に、輻輳角を変更する方法について、光源部２ｈを代表例として説明する。まず、片
眼への光の入射角度を変更することにより輻輳角を変更する方法について説明する。概略
的には、光源部２ｈは、第３反射ミラー２３又は第４反射ミラー２４を所定の基準点を中
心に回動させると共に、光源２０をＺ軸方向に移動させる。これにより、光源部２ｈは、
第１収束点及び第２収束点の位置を変化させることなく輻輳角を変更し、ユーザが表示像
を視認する際の奥行き感を調整する。
【００９１】
　これについて、図１１（ａ）、（ｂ）を参照して説明する。図１１（ａ）は、基準点６
０を中心に第４反射ミラー２４を回動させた場合の光源部２ｈの状態を示す図である。こ
こで、基準点６０は、第４反射ミラー２４に入射する光の主光線（光軸）と第４反射ミラ
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ー２４との交点を指す。図１１（ｂ）は、第４反射ミラー２４と離れた所定の基準点６１
を中心に第４反射ミラー２４を回動させた場合の光源部２ｈの状態を示す図である。なお
、図１１（ａ）、（ｂ）では、説明の便宜上、第２反射ミラー２２、第４反射ミラー２４
、及び光源２０のみを図示する。また、図１１（ａ）、（ｂ）では、第４反射ミラー２４
の回動前の光の境界を破線、第４反射ミラー２４の回動後の光の境界を実線により示し、
その他の補助線を一点鎖線で示す。また、回動前の第４反射ミラー２４と、移動前の光源
２０とをそれぞれ破線で示す。
【００９２】
　図１１（ａ）に示すように、所定角度「ｄΘ」だけ時計回りに基準点６０を中心として
第４反射ミラー２４を回動させた場合、仮想光源位置２５ｂは、Ｘ軸正方向に移動する。
この場合、仮想光源位置２５ｂのＸ軸正方向への移動量を「ｄＸ１」とし、基準点６０と
仮想光源位置２５ｂとの距離を「Ｄ１」とすると、角度ｄΘが微小であることから、移動
量ｄＸ１は、以下の式（１）により表せられる。
　　　　　　　ｄＸ１≒Ｄ１×ｄΘ　　　　式（１）
　また、光源部２ｈは、上述の第４反射ミラー２４の回動に起因して仮想光源位置２５ｂ
がＸ軸正方向に移動量ｄＸ１だけ移動するのを防ぐため、上述の処理に加え、第４反射ミ
ラー２４をＸ軸負方向に移動量ｄＸ１だけ移動させる。これにより、第４反射ミラー２４
の回動前後で、仮想光源位置２５ｂのＸ軸上での位置が不変に保たれる。
【００９３】
　ここで、上述した処理は、図１１（ｂ）に示すように、基準点６１を中心として第４反
射ミラー２４を時計回りに角度ｄΘだけ回動させる処理に等しい。基準点６１は、第４反
射ミラー２４の遷移前後で延在方向へ補助線を引いた場合の交点に相当する。
【００９４】
　さらに、これに加え、光源部２ｈは、光源２０をＺ軸負方向に移動量ｄＸ１だけ移動さ
せる。これにより、光源２０から第４反射ミラー２４までの光路の距離が一定に保たれる
ため、仮想光源位置２５ｂはＺ軸方向に変位しない。従って、光源部２ｈは、輻輳角を変
更しつつ、輻輳角の変更前後で仮想光源位置２５ｂの位置を不変に保つことができる。
【００９５】
　以上のように、光源部２ｈは、基準点６１を中心として第４反射ミラー２４を所定範囲
で回動させると共に、光源２０から第４反射ミラー２４までの光路の距離を保つように光
源２０をＺ軸上の所定範囲で移動させる。上述の所定範囲は、設定され得る輻輳角の範囲
を勘案し、予め定められる。また、上述の基準点６１は、具体的には、予め計算又は実験
等により求められ、第４反射ミラー２４は、基準点６１を中心に回動可能なように設計さ
れる。これにより、光源部２ｈは、好適に輻輳角を変更することができる。
【００９６】
　次に、両眼への光の入射角度を均等に変更することにより輻輳角を変更する方法につい
て説明する。
【００９７】
　この場合、基準点６１を中心に第４反射ミラー２４を回動させる処理に加え、光源部２
ｈは、第３反射ミラー２３を第４反射ミラー２４と反対方向に同一角度だけ回動させる。
【００９８】
　具体的には、光源部２ｈは、第３反射ミラー２３を角度ｄΘだけ反時計回りに、第３反
射ミラー２３へ入射する光の主光線と第３反射ミラー２３との交点を中心として回動させ
る。ここで、仮想光源位置２５ａのＸ軸負方向への移動量を「ｄＸ２」とし、上述の交点
と仮想光源位置２５ａとの距離を「Ｄ２」とすると、角度ｄΘが微小であることから、移
動量ｄＸ２は、以下の式（２）で表される。
　　　　　　　ｄＸ２≒Ｄ２×ｄΘ　　　　式（２）
　さらに、光源部２ｈは、第３反射ミラー２３をＸ軸正方向に移動量ｄＸ２だけ移動させ
る。
【００９９】
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　上述の第３反射ミラー２３の遷移は、基準点６１に対応する所定の基準点を中心として
第３反射ミラー２３を反時計回りに所定角度だけ回動させることに等しい。ここで、所定
の基準点とは、具体的には、第３反射ミラー２３の遷移前後で延在方向へ補助線を引いた
場合の交点に相当する。従って、光源部２ｈは、上述の基準点を中心に第３反射ミラー２
３を回動させることで、第３反射ミラー２３の回動前後で、仮想光源位置２５ａのＸ軸上
での位置を不変に保つことができる。
【０１００】
　さらに、これに加え、光源部２ｈは、光源２０のＺ軸上での位置を調整する。ここで、
光源２０から第４反射ミラー２４までの光路の距離を不変に保つためには、光源２０をＺ
軸負方向に移動量ｄＸ１だけ移動させることが好ましく、光源２０から第３反射ミラー２
３までの光路の距離を不変に保つためには、光源２０をＺ軸負方向に移動量ｄＸ２だけ移
動させるのが好ましい。ここで、距離Ｄ１と距離Ｄ２とが異なることから移動量ｄＸ１と
移動量ｄＸ２とは異なる。
【０１０１】
　よって、この場合、一例として、光源部２ｈは、移動量ｄＸ１と移動量ｄＸ２との中間
値（即ち平均値）だけ光源２０をＺ軸負方向に移動させる。これにより、光源部２ｈは、
仮想光源位置２５ａ、２５ｂをほぼ一定に保ちつつ、左右均等に輻輳角を変更することが
できる。なお、角度ｄΘは、通常微小な値に設定されるため、このように光源２０を移動
させた場合であっても、光源部２ｈは、好適に仮想光源位置２５ａ、２５ｂを不変に保つ
ことができる。
【０１０２】
　なお、好適には、第１反射ミラー２１と第２反射ミラー２２との位置をなるべく近づけ
るように、光源部２ｈを設計する。ここで、距離Ｄ１と距離Ｄ２との差は、光源２０から
第１反射ミラー２１までの距離と光源２０から第２反射ミラー２２までの距離との差と等
しい。従って、これにより距離Ｄ１と距離Ｄ２とを近似させることができ、仮想光源位置
２５ａ、２５ｂをほぼ一定に保ちつつ、左右均等に輻輳角を変更することができる。
【０１０３】
　次に、画面分割方式により構成された光源部２ｄにおいて、輻輳角を変更する方法につ
いて説明する。
【０１０４】
　この場合、光源部２ｈと同様に、光源部２ｄは、第３反射ミラー２３ｙ又は／及び第４
反射ミラー２４ｙを、主光線が通る基準点を中心として回動させ、かつ、式（１）又は式
（２）に基づきＸ軸上で移動させた場合と等しくなるように、所定の各基準点を中心に回
動させる。上述の各基準点は、例えば予め実験等に基づき求められる。
【０１０５】
　これに加え、光源部２ｄは、光源２０を式（１）又は式（２）に基づきＺ軸方向に移動
させる。なお、光源部２ｄでは、光源２０から第１反射ミラー２１ｙまでの距離と光源２
０から第２反射ミラー２２ｙまでの距離とが等しく、距離Ｄ１と距離Ｄ２とが等しい。従
って、光源部２ｄでは、移動量ｄＸ１と移動量ｄＸ２とが等しくなる。
【０１０６】
　よって、光源部２ｄは、左右均等に輻輳角を変更する場合であっても、光源２０のＺ軸
方向での移動量を的確かつ一意に定めることができ、仮想光源位置２５ａ、２５ｂを不変
に保ちつつ、左右均等に輻輳角を変更することができる。
【０１０７】
　３．変形例
　以下、上述の実施例に好適な変形例について説明する。以下の変形例は、任意に組み合
わせて上述の実施例に適用してもよい。
【０１０８】
　（変形例１）
　図１等の説明では、コンバイナ３は、平板状に形成されていたが、本発明が適用可能な
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態様はこれに限定されない。これに代えて、コンバイナ３は、緩やかな曲面状に形成され
てもよい。
【０１０９】
　この場合であっても、コンバイナ３から反射した光の収束点と、アイポイントＰｅとの
位置が略一致するように、コンバイナ３の位置調整がなされる。このとき、線Ｌ１の長さ
と線Ｌ４の長さとの比は、１：１ではなく、コンバイナ３の光学系の倍率に応じた比に設
定される。
【０１１０】
　（変形例２）
　図１、図４では、光源部２、２ｘは、ダッシュボード４４に設置されていたが、本発明
が適用可能な表示装置１００、１００ｘの構成は、これに限定されない。これに代えて、
光源部２、２ｘは、図示しないセンターコンソールなど、ダッシュボード４４以外のイン
ストゥルメンタル・パネル（インパネ）近傍に設置されてもよい。これによっても、光源
部２、２ｘを天井部４１に設置する必要がなく、表示装置１００、１００ｘを種々の車種
に搭載することができる。
【０１１１】
　（変形例３）
　図４では、天井部４１に設置された反射部材５は、固定されていたが、本発明が適用可
能な表示装置１００ｘの構成は、これに限定されない。これに代えて、反射部材５は、光
源部２、２ｘから出射された光を全て反射する位置、例えばコンバイナ３を透過した光の
主光線Ｌ３が反射部材５の中央付近に照射される位置に、天井部４１に沿って移動しても
よい。
【０１１２】
　この場合、反射部材５は、天井部４１に設けられた図示しないガイド等に沿って、手動
又は自動により、光源部２、２ｘの光の出射角度に応じて車両の前後方向に移動する。具
体的には、反射部材５は、水平方向に対する光源部２、２ｘの出射角度が大きいほど、車
両の前方方向、即ちサンバイザの設置された方向に移動し、水平後方に対する光源部２、
２ｘの出射角度が小さいほど、車両の後方方向に移動する。これによって、表示装置１０
０ｘは、反射部材５の大きさを抑制しつつ、虚像が一部欠けるのを抑制することができる
。
【０１１３】
　（変形例４）
　図２、図５に示す位置調整部６、６ｘの構成は一例であり、本発明が適用可能な構成は
、これに限定されない。
【０１１４】
　例えば、位置調整部６、６ｘは、コンバイナ３が回動支持部６３１、６３２を支軸とし
て回動していたが、これに代えて、又はこれに加えて、スライド部６３０を軸として枠部
６３及びコンバイナ３が回動することで、コンバイナ３の傾きを調整してもよい。
【０１１５】
　（変形例５）
　図８（ａ）に示す画面分割方式の光源部２ｄは、図８（ｂ）に示すように、光源２０か
ら出射した光を、Ｙ軸を縦軸として上下に分割した。これに代えて、光源部２ｄは、光源
２０から出射した光を、Ｘ軸を横軸として左右に分割してもよい。図１２（ａ）は、当該
変形例に係る光源部２ｄの筺体内部の概略構成を示す図である。また、図１２（ｂ）は、
第１反射ミラー２１ｙと第２反射ミラー２２ｙとを矢印Ｙａの方向から投影した図の一例
である。
【０１１６】
　図１２（ａ）、（ｂ）に示すように、光源部２ｄは、第１反射ミラー２１ｙと第２反射
ミラー２２ｙとで、光源２０から出射した光を、Ｘ軸を横軸として左右略均等に分割する
。そして、光源２０は、例えば、第１反射ミラー２１ｙに出射する右半分の光と、第２反



(20) JP 4928014 B1 2012.5.9

10

20

30

40

射ミラー２２ｙに出射する左半分の光とが、それぞれ同一の表示像を構成するように、出
射する光を生成する。これにより、光源部２ｄは、１つの光源２０で、両眼により表示像
を視認させることができる。
【０１１７】
　なお、これに代えて、光源２０は、第１反射ミラー２１ｙに出射する右半分の光が構成
する表示像と、第２反射ミラー２２ｙに出射する左半分の光が構成する表示像とが、両眼
による視差を考慮した分だけ異なるように、出射する光を生成してもよい。このようにす
ることで、光源部２ｄは、表示像を立体的に視認させることができる。
【０１１８】
　（変形例６）
　２－２のセクションの説明では、光源部２ｈ、２ｄは、第３反射ミラー２３及び第４反
射ミラー２４を移動させる場合、仮想光源位置２５ａ、２５ｂのＺ軸方向での位置を保つ
ため、光源２０をＺ軸方向に移動させた。これに代えて、光源部２ｈ、２ｄ及びコンバイ
ナ３がＺ軸方向に移動してもよい。これによっても、表示装置１００、１００ｘは、好適
に、仮想光源位置２５ａ、２５ｂのＺ軸方向での位置を不変に保ちつつ、第１収束点及び
第２収束点の間隔のみを変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　本発明は、経路案内や車両の情報を運転者に視認させるヘッドアップディスプレイ、そ
の他表示装置に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【０１２０】
　２、２ｘ、２ｚ、２ｈ、２ｄ　光源部
　３　コンバイナ
　５　反射部材
　６、６ｘ　位置調整部
　２１、２１ｙ　第１反射ミラー
　２２、２２ｙ　第２反射ミラー
　２３、２３ｙ　第３反射ミラー
　２４、２４ｙ　第４反射ミラー
　４０　フロントウィンドウ
　４１　天井部
　４２　ハンドル部
　４４　ダッシュボード
　１００、１００ｘ　表示装置
【要約】
　表示装置は、光源と、第１反射ミラーと、第２反射ミラーと、第３反射ミラーと、第４
反射ミラーとを備える。光源は、表示像を構成する光を出射する。第１反射ミラー及び第
２反射ミラーは、光源から出射された光が入射する。第３反射ミラーは、第１反射ミラー
が反射した光を観察者の一方の眼に導く。第４反射ミラーは、第２反射ミラーが反射した
光を観察者の他方の眼に導く。第３反射ミラー移動機構は、第１反射ミラーと第３反射ミ
ラーとの第１光学距離を変化可能である。第４反射ミラー移動機構は、第２反射ミラーと
第４反射ミラーとの第２光学距離を変化可能である。光源移動機構は、第１光学距離及び
第２光学距離の変化の前後で、光源から第３反射ミラーまでの光学距離、及び、光源から
第４反射ミラーまでの光学距離が維持されるように光源を移動可能である。
【選択図】図７
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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